
申請者 （所有者等） 川崎市

※本制度を利用される前に、必ず耐震診断を行ってください。

無料の耐震診断士派遣制度があります。詳細については、お問合せください。

【申請に必要な書類】

（１） 助成金交付申請書（第１号様式）

（２） 建物の建築時期及び所有者が確認できる書類

（登記事項証明書等）の写し

（３） 防災ベッド・テーブルを複数設置する場合は、

人数分の居住が確認できる書類

（４） 助成対象経費が確認できる書類（見積書等）の写し

（５） 耐震診断の結果、

地震に対して安全な構造でないことが分かる書類

（６） 耐震シェルター等の設置場所が分かる書類

（７） 耐震シェルター等の設置予定場所の写真

（８）申請者が所有者等から委任を受けた者の場合は、

所有者等の委任状

※必ず交付決定通知を受けた後に、

設置業者との契約を行ってください。

【完了報告に必要な書類】

（１） 完了報告書（第７号様式）

（２） 耐震シェルター等の設置完了を確認できる写真

（３） 耐震シェルター等の領収書の写し

助成金交付申請

設置業者との契約

設置工事の実施

完了報告書の提出

受付・審査

交付決定通知書の交付受理

受付・審査

助成金額確定通知書の交付受理

助成金交付請求書の提出 受付・審査

助成金の支出助成金の受理

【完了報告書の提出期限】

設置完了から３０日以内

最終期限：１月末まで

耐震診断の実施

本制度

手続きの流れ

注意点 ※事前に設置業者と契約された場合は、助成金が受けられません。

申請書類を提出の後、市からの助成金交付決定通知が交付されてから、契約を行ってください。

※本制度を利用された場合、木造住宅耐震改修助成制度は御利用できなくなります。

※申請内容に変更がある場合、

手続きが必要となりますので、

ご相談ください。


